
平成 21年

No.88    2009. APRIL

4
15

市民と行政を結ぶ広報紙

耕作放棄地の解消にご協力ください
　農地は、農業にとって基礎的な資源であり、食
料の安定供給を行うための重要な基盤です。また、
食料自給率の低い日本では、食料供給力を強化し
なければなりません。このことから、市では、現
在問題となっている耕作放棄地の解消に向けて取
り組んでいます。耕作放棄地を所有している農家
の皆さんのご協力をお願いします。
　また、伊賀市農業振興地域整備計画に基づく農
業振興地域内の農用地で特に対策が必要と思われ
る耕作放棄地を所有している方に通知を行い、耕
作放棄地解消に向けて啓発を行います。
　この機会に農地について検討いただき、少しで
も耕作放棄地が解消されますようご協力をお願い
します。
●本庁農林振興課・各支所産業建設課のほか、農
　業委員・区長・担い手農家・集落営農組織など
　にご相談ください。
●国の交付金をご利用ください。（内容は右表の
　とおり）
【問い合わせ】本庁農林振興課　☎２２－９６６６
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耕作放棄地再生利用交付金
①再生利用活動（貸借などにより耕作放棄地を再生・利用す
る活動）
•障害物除去、深耕、整地などに対する支援
　荒廃の程度に応じ、３万円／１０ａまたは５万円／１０ａ
（取組初年度）
•土壌改良に対する支援　２万５千円／１０ａ（最大２年間）
•営農定着に対する支援　２万５千円／１０ａ（１年間）
②施設等補完整備（補助率１／２など）　
　用排水施設、農道、鳥獣被害防止施設、直売所・加工施設
等の整備
交付の要件
•所有者に代わり耕作する者が確保され（見込みを含む）、　
　再生利用活動の取組初年度（障害物除去など）から５年間
　以上の耕作が見込まれること。（賃貸借、使用貸借、所有
　権移転、農作業受委託など）
•農業振興地域内の農地であること。
※そのほか要件がありますので、詳し
　くは、担当課までお問い合わせくだ
　さい。


